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この度の異動で東部家畜保健衛生所長に就任いたしました中島です。
日頃、皆様方には家畜衛生業務にご協力いただきお礼申し上げます。
さて、平成22年度の宮崎県での口蹄疫、各県で多発した高病原性鳥インフ

ルエンザの教訓から、国は家畜伝染病予防法の一部を改正し、飼養衛生管理
基準を強化しました。生産者の皆様には、日頃、飼養衛生管理基準の遵守に取
組まれ、疾病の発生予防、蔓延防止に努めていただいていることに、改めて感
謝申し上げる次第です。
幸い、ここ2年は、国内で急性悪性家畜伝染病の発生もなく、平穏に推移して

おりますが、これも、一重に生産者の皆様が、日頃、衛生管理対策に努力されて
きた賜物であると考えております。
家畜保健衛生所の役割は、家畜疾病の発生を予防し、家畜の生産性の安定

向上を図ることと思います。
今年も、職員一同、生産者の皆様と一緒になって、家畜衛生対策を推進し、

急性悪性家畜伝染病の発生予防に万全を期すとともに、オーエスキー病等の清
浄化の推進を図ってまいります。
今後とも皆様のさらなるご協力よろしくお願い申し上げます。
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◎動物用医薬品の適正使用について

抗生物質・駆虫薬は
使用基準を守り、正しく使いましょう

定められた用法・用量・使用禁止期間
（休薬期間）等を守らないと、畜産物に
医薬品が残留し、回収や廃棄になります!

医薬品を使用したら、使用記録を付けて保管しましょう。
①使用年月日、②使用場所、③対象動物、④薬品名、
⑤用法・用量、⑥出荷可能日

医薬品の使用に問題がないことの証拠になります。

わからない ことがあればすぐに獣医師に相談しましょう

出荷前に再確認を!!
緊急時も忘れずに！

獣医師の発行した動物用医薬品指示書や出荷制限期間
指示書がある場合は、使用記録と一緒に保管しましょう。

ご連絡、お問い合わせ先は 東部家畜保健衛生所 まで
東金市川場１１０５－３
ＴＥＬ：0475-52-4101
ＦＡＸ：0475-52-3335


